２０２５年１１月１７日
富山県知事
　　新田　八朗 様

２０２６年度富山県予算編成に対する要望書

日本共産党富山県委員会
　　委員長　　上田俊彦


　日頃、県勢発展のためにご尽力されていることに感謝申し上げます。
　２０２６年度の県予算編成に際して、県民からの意見や要望を積極的に反映していただきたく、地域から寄せられた要望を提出いたします。ご検討のうえ、実現のために御尽力いただきますようお願いいたします。



【知事政策局】
1. 市町村とも連携し、既存公共施設については断熱対策と省エネ対策をすすめ、新築等の場合にはＺＥＢ化を推進すること。

2. 県、市町村の公共施設での太陽光発電用パネル設置を推進すること。その際、環境省は２０３０年までに５０％、４０年までに１００％の設置を目指し、調査費補助を計画している。これを積極的に活用し、促進すること。

3. 再生可能エネルギーについて、地域の特性に合わせて推進されるよう自治体と協力して取り組むこと。小水力発電や太陽光発電用パネルの普及や、一般住宅や民間施設でも断熱・省エネ対策を進めること。太陽光パネルと合わせて蓄電池の設置や太陽熱温水器による温水の活用を図ること。

4. 屋敷林の剪定枝の処理が市民の負担になっている。将来的にはバイオマス資源として利用する事を考えている市もあり、技術的・財政的支援をすること。散居景観の保全上喫緊の課題になっている。＜呉西地区＞

5. 新婚世帯・高齢者・若年単身者の家賃助成を実施すること。＜高岡市＞


【危機管理局】
1. 災害避難所について＜新川地区＞
1 災害関連死ゼロを目指し、イタリアでの避難所運営を参考に国が災害対策を主導するよう働きかけること。

2 イタリア式避難所設置訓練を参考にした避難所の運営の在り方についての検討内容及び災害中間支援組織の組織化の状況を明らかにすること。

3 被災者が体育館に雑魚寝している状況は、100年前と変わらないとの指摘がされている。最低限、家族単位で過ごせるテント型パーテーションや簡易ベッドの備蓄などを自治体に求め、そのための財政措置も図ること。

4 激甚災害で電気や水道、下水道施設などのインフラが破壊された時に備え、各自治体に発電機やトイレカーを配備し、被災地に運び込めるようにするために、災害交付金の拡充を政府に求めること。

2. 指定避難所に指定されている学校や、公共施設の設備が、高齢者や生活弱者が避難生活をできるように整備すること。（トイレの洋式化、冷暖房、情報提供など）。＜富山地区＞

3. 災害避難所について＜呉西地区＞
1 避難している人たちの権利と尊厳が守られるよう、最低限、家族単位で過ごせるテントや簡易ベッドの備蓄などを推進すること。

2 激甚災害に備え、各自治体に発電機やトイレカー、シャワーカー、キッチンカーなどを配備し、災害時に被災地に運び込めるようにすること。

3 災害、防災対策にジェンダーの視点を徹底すること。

4 極めて短時間で津波が来ると想定されている。高齢者が多くなっている中、徒歩で避難のできる身近なところでの津波避難所設置を推進すること。

4. 日本海地震・津波調査プロジェクトで行われた新潟－北陸沖地殻構造探査の結果、黒部川河口付近での活断層の存在が明らかにされた。同断層の詳細な調査研究を早期に進めるよう、国に求めること。＜新川地区＞

5. 魚津断層帯を震源とする地震及び、魚津沖断層と糸魚川沖断層を震源とする地震・津波による人的被害及び住宅被害の想定を明らかにすること。＜新川地区＞

6. 被害想定を行なうため、高岡断層、射水断層の調査分析を急ぐよう国に要請するとともに、県独自として行なうことも検討すること。＜呉西地区＞

7. 線状降水帯が各地で猛威を振るっている。気象庁は線状降水帯について発生予想の半日前の公表を目指すとしており、この対応も防災計画に入れること。

8. 近年の自然災害の発生状況からも防災に関する防災士の増員にさらに取り組むこと。資格を取得するための補助制度の充実を引き続き図ること。

9. 地震対策について。＜高岡市＞
1 被災者の生活と生業の再建を柱にすえ、従来の枠にとえらわれず国の支援を強化するよう要請すること。

2 国の通知やマニュアルの実行を自治体任せにするのではなく、被災者と被災地の実情を直接把握し、国の責任で必要な支援を行なうよう要請すること。


10. 液状化対策、災害公営住宅等、県や国からの支援がなければ立ち行かない課題が多くあるので支援や補助を国に求めること。また、県としても積極的に対処すること。＜氷見市＞

11. 仮設住宅や応急みなし住宅２年間の家賃補助を延長すること。＜氷見市＞

12. 志賀原発について＜呉西地区＞
1 昨年の能登半島地震で、志賀原発の過酷事故が起きた際の避難計画が家屋倒壊や道路寸断で成り立たないことが明らかとなった。志賀原発の再稼働を認めず、廃炉を決断すること。

2 稼働していなくても原子力災害に備えて、３０キロ圏外でも避難訓練や安定ヨウ素剤の配備などこれまで以上の防災対策をすすめること。

13. 災害級の大雪の際に、「屋根の雪下ろし」などへの災害救助法適用を積極的に運用できるように、市町村と連携して環境づくりを進めること。

14. 避難所の多目的トイレ及び女性用トイレに、他県の先行事例を参考にして、トイレットペーパーに準じて生理用品を配置すること。

15. 被災地のトイレの便器個室数の男女格差が問題になっている（２０２５年２月２０日「朝日新聞」）。９割で男性用が女性用より多く、女性だけ行列ができる原因になっている。県として、せめて同数にするよう対策を検討すること。


【地方創生局】
1. 地方の下水道財政は資本費が大きな負担となっており、国に対して早期に地域の実情に応じた支援を強化するよう求めること。＜入善町＞

2. 各種選挙における投票所の増設、高齢者・障害者が投票しやすいようバリアフリー化に取り組むこと。投票所が遠すぎる地域がある。ショッピングセンターや地区公民館などでの投票所、期日前投票所の設置に積極的に取り組むこと。


【観光推進局】
1. より多くの観光客に見てもらうために電動バスを走らせる予定であったが、コロナ禍のため頓挫していると聞く。落差日本一の称名滝を多くの人に体感してもらうために電動バスを走らせること。


【交通政策局】
1. あいの風とやま鉄道の利便性の向上を図ること。
1 西入善駅のトイレに車いすでも入れるように働きかけること。＜入善町＞

2 入善駅のエレベーター設置に向け、町はバリアフリー基本構想を今年度中に策定するとしている。あいの風とやま鉄道に早期に設置するよう働きかけること。＜新川地区＞

3 すべての駅のエレベーターの設置とバリアフリー化を行うこと。

4 高岡止まりの列車を石動まで延長運行すること。金沢方面への乗り入れを増やすこと。国による財政支援を強力に働きかけ、早急に石動駅での折り返し運転ができるようさらに努力すること。＜小矢部市＞

2. 富山地方鉄道経営問題については、新魚津駅から宇奈月温泉駅間には上下分離方式の採用などで再構築が必要である。同時に、経営改善策の一環として黒部・魚津方面から上市を経由せず、直接富山へ行けるようあいの風とやま鉄道との相互乗り入れなどを検討することを含め、利便性を確保すること。

3. 地鉄不二越上滝線については、富山市が今年度に駅のアクセス改善による活性化等を含めた「あり方検討事業」に着手したが、上堀駅、朝菜町駅の東側からのアクセス改善について、引き続き後押しすること（上滝線の駅周辺の居住人口は、上堀駅が１位で3,869 人、2位は朝菜町駅で3,659人（半径500m圏内2023年度））。

4. ＪＲ高山本線のダイヤ、車両について
1 通学、通勤の時間帯の「越中八尾駅」止まりの列車を、笹津駅、猪谷駅まで延長すること。とくに、「越中八尾駅」止まりになっている富山駅16時45分発、18時10分発、19時13分発の１本か2本を「猪谷駅」まで延長すること。

2 朝の通学、通勤時間の車両が少なく、すし詰め状態である。車両を増やすこと。

3 無人駅の列車情報の案内は、高山本線・北陸新幹線・北陸線の遅延情報などに限られている。あいの風とやま鉄道、IRいしかわ鉄道の路線などの運行情報も流すこと。

5. 地鉄市内電車の西町から中野新町までの軌道敷のアスファルトの損傷が激しい。特に、横断歩道部分で高齢者や乳母車がつまずくことがあり、引き続き改修すること。

6. 運転手不足を理由に富山地鉄がバスの減便を行ったことで、地域では生活の足がなくなり困っている。富山市とともに対策をたてること。

7. 生活路線バスの維持・存続へ国の財政支援の強化を要請すること。＜高岡市＞

8. ＪＲ城端線・氷見線の再構築について。＜呉西地区＞
1 城端線・氷見線の利便性低下についてＪＲ西日本の経営責任を明確にし、城端線・氷見線の維持・活性化に長期的に協力（出資あるいは経営安定基金に参画）するようＪＲ西日本と交渉すること。

2 城端線・氷見線の資産譲渡については、収益還元法（赤字路線を引き取る）で交渉すること。

3 「社会インフラ」や「公共サービス」を県・沿線市が単独で責任を負うとするのには疑問がある。施設整備に限定している国庫補助の運営費補助(通学定期など)にも拡充するよう国に求めること。

9. 免許を返納しても生活できる地域づくりに市町村とともに積極的に取り組むこと。＜呉西地区＞


【経営管理部】
1. ＰＦＩについて。＜射水市＞
1 施設サービスにおける県民参画と県内経済の域内循環を重視し、多少のＶＦＭがあるとしてもＰＦＩではなく従来方式を採用すること。

2 ＶＦＭの恣意性を排除するために、第三者による検証を行い算定根拠等の情報を公開すること。

2. 県有施設での太陽光発電設置を推進すること。＜射水市＞

3. 大学の入学金の廃止、学費の大幅な負担軽減を国に求めること。

4. 県立大学に入学しなかった学生には、入学金を返還すること。＜射水市＞

5. 私立大学への支援について
1 私立大学にも国公立と同様に公費を支出する「公費負担」の原則を確立すべきであり、その第一歩として、公費負担によって入学金を廃止し、授業料を半額化するよう国に要請すること。

2 私立大学の経常費の2分の１の国庫補助（1975年国会決議）の速やかな実施を国に要請すること。

3 定員充足率５割以下の大学・学部への国庫助成打ち切りや定員充足率8割未満の大学を修学支援制度の対象外とする措置をやめるよう国に要請すること。＜高岡市＞


【生活環境文化部】
1. 県民会館および富山駅周辺のカラス・ムクドリ・シラサギ対策に、富山市とともに引き続き努力すること。

2. 温室効果ガス排出を抑えるため、県の既存施設については断熱対策と省エネ対策をすすめ、新築等の場合にはゼロエネルギーを標準とすること。

3. 自転車用ヘルメットの購入に支援制度をつくること。

4. 中部自然歩道が県内に31路線あるが、設置以来、未整備・未補修（階段・手すりの未整備など）状態である。点検を行い安心・安全に歩行できるようにすること。

5. 悪城の壁は称名滝に続く道路の脇にあり、重要な観光資源である。そこの展望台の屋根や木製看板・ベンチは老朽化していて、観光地としてふさわしくない。早急に対策を講じること。

6. 県民会館ホールの搬入用エレベーターは、１階と舞台の階とで反対側の扉が開くため、大道具を中で立てかけることができず、扉が開いた時に倒れる危険もある。また、荷物を積み込んだ後にスタッフが乗り込むと、開いた時は荷物の後ろとなり降りられなくなる。積み込み時と下ろす時に、同じ側の扉が開くよう改修できないのか、研究すること。

7. 県民会館ホールは、空調をつけると舞台の幕がひらひらして演出上支障が出るため暖房がつけられず、観客から「寒い」と苦情が出ていた（昨年３月の演劇公演）。舞台演出に支障なくホールの冷暖房が使えるよう調整すること。

8. 庄川上流の岐阜県高山市荘川町六厩地内での産業廃棄物最終処分場建設は、水道水・農業用水・地下水が将来にわたり汚染される危険があり、健康被害のおそれがあるため富山県として岐阜県に建設反対を申し入れること。＜呉西地区＞

9. 野焼きと焚火の境界を明確にし、燃やして処理することを全て禁じて屋敷林の保存や営農に生じている困難を解消できるよう支援すること。＜砺波市＞

10. 生ゴミの堆肥化を推進し、ゴミ減量を図ること。プラスチックゴミの発生を抑制するために、製造段階からプラスチック類を使用しないようにし、リサイクルを推進すること。

11. 県内の陸砂利採取施設周辺の騒音対策を行うこと。施設の周辺において、防音遮蔽壁を作り、その間際の地上１メートルの高さで騒音測定するだけでは、その騒音発生源が高い部位にある場合、遮蔽壁の高さを超える部分からの騒音は周囲に広がり、いくらか離れたところでの騒音は規制値に収まらない。騒音の測定箇所を特定しない規制条例を設けること。この要望に対して、２０２５年５月に県生活環境文化部は「騒音規制法及び県公害防止条例の規定により、規制基準の適否の調査は、敷地境界近くで測定し、その測定点の高さは『特に指定がない限り、地上1.2～1.5メートルとする』との記載があるものの、基本的には『目的に応じて個々に設定するものとする』とされている。そのため、実情に応じて防音壁を超える部分で測ることができる。」と回答している。このことを県内自治体に周知徹底すること。＜小矢部市＞

12. 県立文化施設の多目的トイレ及び女性用トイレに、他県の先行事例を参考にして、トイレットペーパーに準じて生理用品を配置すること。


【厚生部】
1. 介護事業所に、介護報酬の引き上げや緊急財政支援をするように国に要望すること。

2. 入善町の老健施設では介護職員不足により、150床のベッドの半数以上の削減を迫られている。またショートステイを20床休止した施設もある。介護報酬を大幅に引き上げ、職員の処遇を大きく改善し、職員確保ができるよう国に強く働きかけること。また県独自に、介護職員の生活を保障できる恒常的な処遇改善の制度を設けること。

3. 訪問介護の報酬単価の引き下げで小規模な事業者はこれでは「やっていけない」と悲鳴を上げている。地域を１軒ずつ回る事業所とサービス付き高齢者住宅などに併設されている事業所とは収支に大きな開きがある。県は実態を詳しく調査し報酬単価の改善を国に求めること。

4. 介護従事者の処遇改善が必要で、勤務実態を調査し、改善策を早急にとること。その財源として国費、県費を投入して、介護保険料のアップに連動しないようにすること。＜呉西地区＞

5. 訪問介護の基本報酬引き下げ撤回を国に強く要請し、市町村と連携して、報酬引き下げで経営難にある事業者への財政支援を実施すること。要介護１・２の介護給付外しに反対すること。＜呉西地区＞

6. 介護施設の運営経費に対する県の支援を拡充すること。

7. 介護保険の住宅改修と福祉用具等の給付について、給付方法を現在の「償還払い」から、「受領委任払い」に改善するよう、市町村に周知し広げること。

8. 異次元の物価高で介護事業所の経営は大変になっている。国に緊急支援を求め、施設の運営や改修、送迎車の購入など事業所の経営に支援すること。

9. 診療報酬を物価に見合ったものにするように国に求め、医療機関への緊急支援行うこと。

10. 国民年金受給者が在宅で介護ができなくなった場合に、施設に入所できる仕組みを整備すること。

11. 保育料への支援を子の数に関係なく拡充すること。。

12. 県単独医療費助成制度の所得制限をなくすこと。

13. 県の子どもの医療費無料制度適用対象を１８歳まで拡大すること。

14. 県の子どもの医療費無料制度の現物給付対象病院について、石川県も含めた拡大へ、医師会や市町村と協議しながら支援すること。＜小矢部市＞

15. 学童保育支援員の確保のため処遇の大幅な改善が求められている。また、夏休みなどでは早朝保育が求められているが、長時間開所加算のみではとうてい早朝の支援員加配のための財源にはならない。早朝、夕方を問わず、支援員加配のための財政的支援を国に働きかけること。＜入善町＞

16. 放課後児童クラブ支援員の処遇改善と人員確保のために、放課後支援員処遇改善等助成やキャリアアップ補助金など、国の支援制度についての市町村の理解をすすめ、活用クラブを広げること。

17. 放課後児童クラブの待機児童が発生している。3年生以上の受け入れ拒否の状況、40人以上の大規模化の現状を把握し、クラブの増設を支援すること。

18. 放課後児童クラブで、夏休みなど長期休業期間には児童に昼食を提供できるよう、市町村と連携し支援すること。

19. 立山小学校、釜ヶ淵小学校には学童保育所がない。今年度から夏休みだけのサマー学童保育所の設置が可能になった。親の願いにこたえるために県として、設置に向けて支援すること。


20. 砺波市の学童保育は地域の運営委員会への委託方式となっているが、教室や指導員の不足で、希望児童数の増加や６時までの預かり時間の延長要望に応えられなくなっている。賃金・勤務条件の大幅引き上げによって支援員を確保する等助成をすること。＜砺波市＞

21. 保育士の配置基準のさらなる改善と処遇の改善を国に求めるとともに、県としても取り組むこと。

22. 非正規雇用の会計年度任用職員の保育士と看護師を対象に、本人が希望すれば短時間勤務の正職員とする制度を創設すること。

23. 補聴器は高額であるが、購入への支援は障害者手帳を有する高度・重度難聴者に限られている。認知症の予防と健康寿命の延伸のために、加齢性難聴者の補聴器購入を健康保険適用にすることを国に求めること。また、県独自でも補助制度をつくること。難聴に早く気付くようにするために住民健診などで聴力検査を取り入れること。

24. 国民健康保険料（税）の子どもにかかる均等割を廃止すること。子どもが生まれるたびに、罰金のように国保料（税）が高くなる制度は、子育て支援に逆行する。均等割り廃止に伴う財源措置は国に要求するとともに、それが実現するまでは県と市町村が財政負担をして実施すること。

25. 国民健康保険料（税）の引き下げへ、国の更なる財政支援を要請すること。県の財政支援を強化すること。

26. 国保税の大幅引き上げにつながる国民健康保険税の統一保険料は設定しないこと。

27. 入善町の小学校では通級指導教室で支援を受けている児童の割合が約1割と大幅に増えており、発達障害のある子どもの数も増えていることが推測される。発達障害など心の問題のある小中学生も診療できるように、県リハビリテーション病院・子ども支援センターの医師や心理士のさらなる増員を図ること。

28. 県リハビリテーション病院・子ども支援センターの病床削減の方針は撤回すること。

29. 子どもから大人まで全ての障害者のリハビリ施設を呉西地区に整備すること。＜砺波市＞

30. 新しい「地域医療構想」計画の検討にあたっては、公的病院の「再編」や病床削減目標の設定は行わず、地域医療の充実に支援すること。

31. 65歳未満の「精神保健福祉手帳1級」に加え「2級」も、県単重度心身障害者医療費助成制度の対象にすること。

32. 65歳～69歳の「軽度」精神障害者に、「精神保健福祉手帳3級」を加えること。

33. 65歳以上の「精神保健福祉手帳1級、2級」等（重中度障害者）が、後期高齢者医療制度に加入することを条件に、県単独・医療費助成制度の対象になることを周知すること。

34. 視覚障害者が盲導犬を利用している場合に、犬の医療費やエサ代の助成制度を市町村と連携して創設すること。

35. 県立中央病院ないし大学病院に、成人対象のてんかん専門外来を開設すること。

36. 公共施設に集団補聴システム（ヒアリングループなど）を整備すること。

37. 運転免許証の自主返納支援券を介護タクシーに使用できるよう改善すること。

38. 富山市立「和光寮」（母子生活支援施設）が2024年3月末で廃止された。同施設は県内で唯一の施設であったが、全国で富山県だけが「施設ゼロ」になった。配偶者によるＤＶや児童虐待などが増加しているなかで必要な施設であり、県内市町村と協議して、新たな施設設置をめざすこと。

39. 震災対策について。＜呉西地区＞
1 「全壊」でも上限300万円では極めて不十分である。せめて、支給額上限を600万円に引き上げるよう、国に求めること。

2 生活再建支援金とは別立ての「地域福祉推進支援臨時特例交付金」について、富山県内の被災地についても対象とするよう、国に求めること。

3 一部損壊と判定された住家で、「床が傾いており住み続けられない」「業者から、修繕するのに１０００万円かかると言われた」といった深刻なケースが少なくない。生活再建支援金を一部損壊にも広げるよう国に求めること。

4 住宅の被害想定は住まいとしての機能喪失の度合いを基本とするとともに、住まいの再建を実質的に支援する水準に被災者生活再建支援金を引き上げるよう国に要請すること。

40. 失業などにより収入減少した人への国保税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの減免制度を拡充すること。

41. インフルエンザ予防接種の子どもへの補助について、１８歳年度末までに拡大すること。

42. ひきこもり対策を市町村と連携して、抜本的に強化すること。とりわけ、ひきこもりの若者や大人及びその家族への支援のための公的な施設、機関を設けることで、相談体制や、公的機関としての系統的な働きかけ、家族への精神的フォローができるようにすること。

43. ひきこもりの人が気軽に集える場所を作ること。＜小矢部市＞

44. 災害時避難行動要支援者の個別計画策定に福祉専門職の活用を進めること。

45. 福祉避難所への直接避難の取り組みを推進すること。

46. 国と連携して、コロナ後遺症に特化した救済制度、支援制度を検討すること。

47. 自殺対策を市町村と連携して、強化すること。

48. 特別障害者手当制度の内容を市町村と連携してわかりやすく県民に周知すること。

49. 高齢者等の孤独死対策を抜本的に強化すること。

50. 厚労省は、４月３日付けで、都道府県に対し、75歳以上の高齢者全員にマイナ保険証の有無にかかわらず、従来の健康保険証と同様に利用できる資格確認書を交付するよう求める事務連絡を発出した。市町村と連携して、周知に万全を期すること。

51. 希少血液種も含め輸血用血液の不足がないよう、献血体制を充実させること。＜黒部市＞

52. 児童生徒のコロナ感染の後遺症対策について＜高岡市＞
1 後遺症の実態調査の現状を明示すること。

2 後遺症に苦しむ児童生徒を適切な医療につなげるよう、関係機関との連携を強化すること。

3 学校現場にコロナ後遺症への正確な理解を広げること。


【商工労働部】
1. 大規模小売店舗立地法にもとづく店舗新設の届け出が行われる場合、事業者の届け出文書の縦覧や意見書提出について、誰でもできることやその期間と方法について、引き続き、住民にわかりやすく周知徹底すること。法にもとづく地元説明会は立地町内だけでなく隣接や関係町内等にも周知し、周知の方法は、新聞折り込みだけでなく、町内会の回覧板で回すよう指導を徹底すること。大店法には、大型店が撤退するときの要件はないが、県として独自にも大型店の撤退にも住民の声が届くルールを設けること。

2. 南富山駅周辺まちづくりについては、富山市が今年度に「南富山駅周辺まちづくり基本計画」を策定する予定であるが、県としても引き続き支援すること。なかでも、自動車交通の整理や歩行者の安全確保など駅前の交通安全対策について、市、地鉄とともに、早急に改善の具体策を講じること。

3. 物価高騰の下で中小企業の倒産が増大している。岩手県、徳島県などで実施しているような賃上げを行った中小企業への助成金を創設すること。

4. 中小零細企業が物価高、賃上げのコスト増分を発注企業に価格転嫁できるよう、しっかり支援すること。

5. 中小企業、事業所の断熱化、省エネ化を支援、推進すること。

6. 富山新港火力の石炭1号機を廃止し、石炭火力から再生可能エネルギーに一日も早くシフトするよう、北陸電力に対し強く求めること。＜射水市＞

7. 人手不足対策として、県内就職者の奨学金返済助成を文系にも拡大すること。

8. トランプ関税の県民生活や中小企業経営への影響が強く懸念される。ゼロゼロ融資の復活、雇用対策の強化を国に要請すること。

9. 中小事業者の資金繰り支援のために、返済期限の変更や返済猶予について、金融機関に柔軟な対応を要請すること。

10. 大型店の影響で経営難にある商店街に対して、資金繰り、経営相談、共同事業等への支援を抜本的に強化すること。＜高岡市＞

11. 事業承継対策を抜本的に強化すること。

12. 空き店舗対策を市町村と連携して強化すること。＜高岡市＞

13. 町工場に蓄積された技術を守り、継承する人材育成を援助すること。＜高岡市＞

14. 「中小企業の信用力を補完する」という信用保証理念に基づき、事業の持続的発展や事業継承など、中小事業者のニーズに対応した施策が拡充されるよう保証協会に要請すること。

15. 金融機関や保証協会の相談・コンサルティング機能が強化されるよう要請すること。

16. 買い物支援事業者への支援を強化すること。＜高岡市＞

17. 志賀原発の再稼働は、安くて早く整備でき、そして１００％国産で安全な再エネ促進の障害になる。原発の廃炉を北陸電力と政府に求めること。


【農林水産部】
1. 森林資源活用に県の支援をすること。県内のスギ人工林は、利用期を迎えている。森林保全のために伐採をしたり、スギ人工林の間伐の支援などを強化すること。

2. 森林及び里山の整備のために、針葉樹と広葉樹を植栽し、全体として混交樹林となる方策を取ること。

3. クマやサル、イノシシによる被害防止のためにも引き続き里山再生整備事業を実施すること。＜入善町＞

4. クマによる人身被害が起こらないよう市町村と連携して、以下の取り組みをさらに強めること。
1 柿の実の除去と伐採、屋敷林の組織的・計画的な整備と公的助成。

2 河岸段丘や河川敷の藪の刈り払いや、里山再整備の推進。

5. 海岸防災林の補植をすること。マツクイムシにより枯れた松の伐採で、防災林の役割が低下している。季節風による浜風や塩害を防ぐために、補植をすること。＜朝日町＞

6. 伐採した松を処分すること。伐倒した松の幹や切り株にシロアリが繁殖し、付近の民家に害を与えている。＜朝日町＞

7. 園家山のマツクイムシ被害は終息しておらず、報徳地内にも感染が広がっている。＜入善町＞
1 伐倒処理に十分な予算を確保すること。必要な時は補正予算で対応すること。

2 保安林機能を維持するために、伐倒処理した所への補植を継続すること。

3 報徳地内のマレットゴルフ場の松に予防的に樹幹注入を行うこと。

8. 古志の松原のマツクイムシ対策（防虫駆除、植樹など）を富山市と連携し引き続き行うこと。また近年、松につる植物がまきついている事例が多く発生している。除去を行い、松の美観、害虫の被害を防止すること。＜富山市＞

9. 漁網整備などに県の支援をすること。長年の魚価の低迷で、定置網の更新ができず、放置されている漁網がある。海の安全のため、漁網整備に支援すること。＜朝日町＞

10. 一昨年夏からの米不足の根本には、行き過ぎた減反政策と生産農家の減少がある。日本の主食であるコメの安定した供給のために、農家への所得補償を行うよう政府に働きかけること。＜新川地区＞

11. 農家の所得補償、価格保障によって富山県農業を育成すること。農業者誰でも対象にした富山版「戸別価格保障・所得補償制度」を創設すること。＜呉西地区＞

12. 米をはじめとして、消費者が安心して農産物を買えるように政策的な価格のコントロールを政府に求めること。

13. ミニマムアクセス米の廃止、削減を求めること、少なくとも米の減反を目安に４割以上削減することを国に働きかけること。ミニマムアクセス米が加工用米、飼料用米にまわれば農家の他用途米、飼料米の生産が圧迫される。古米の需給にも影響が出る。

14. 政府がトランプ関税の交渉の材料として、日本が無関税で輸入しているミニマムアクセス米の主食用枠拡大を検討しているが、米不足を口実に、交渉材料にすれば、唯一自給しているコメすら米国に売り渡す道を開くことになる。食料自給率向上や食料安全保障のため、歯止めなき輸入自由化路線からの脱却を国に求めること。トランプ関税で打撃を受けた農林水産業支援の緊急対策を具体化すること。国産米の需給と価格安定に責任を持つ政策への転換を国に求めること。

15. 米の品質向上のために鶏糞散布などの地力増強に支援をすること。

16. 県独自の農業機械や施設などへのきめ細やかな支援策を充実すること。

17. 農漁業者に高騰する肥料や飼料代、燃料費への支援を継続して実施すること。

18. 長年の排砂で稚魚の育つ場である藻場が大きく減少している。藻場の再生のための最適な場所を水中ドローンなどで調査し、藻場再生事業に取り組むこと。＜新川地区＞

19. 農業用水の転落事故防止対策を抜本的に強化すること。

20. 下佐野地内における管理者不明の農業用水路の水門の安全対策の強化を図ること。＜高岡市＞

21. 中山間地等でソーラーシェアリングを進め、農地に太陽光発電用パネルの設置を促進すること。

22. 学校給食で使うことをめざして、県産小麦の生産拡大に取り組むこと。

23. 新規就農者、若手農業者への支援策を強化すること。

24. チューリップの生産振興のため、財政的、技術的な支援をすること。ネット栽培等の新しい体系が収穫時までの一貫したものとして成立するよう支援すること。また新しい体系を利用しても生産者の経営が成り立つように支援すること。＜砺波市＞

25. 日本政府も参加し、国連が全会一致で採択した「家族農業の１０年」の取り組みを推進すること。

26. 能登半島地震による農地の液状化被害及び畦畔破損の復旧を支援し、農業経営を継続できるようにすること。＜小矢部市＞

27. 国のみどり戦略に沿って、県としての取り組みを強化すること。＜小矢部市＞

1 県内の農林振興センターに有機農業の指導員を配置すること。

2 各市町村の農林課職員とJA営農指導員を対象に、有機農業に関する研修を実施すること。

3 県が管理運営する施設（特別支援学校など）で、給食に有機食材の利用を進めること。

4 有機ＪＡＳ認定組織を富山県で立ち上げること。


【土木部】
1. 住宅リフォーム助成制度を県でも実施すること。リフォームを検討している人は多い。事業者の仕事確保にもつながり、その経済効果は大きい。

2. 海浜公園付近の海岸の緩斜堤の陥没を復旧すること。＜朝日町＞

3. 泊海岸の緩斜堤に陥没する危険がないか調査すること。＜朝日町＞

4. 県道黒部朝日公園線の拡幅の促進を図ること。＜入善町＞

5. 県道北羽生入善線の椚山消防分団屯所横から東側での拡幅では、必要ならば土地を購入してでも促進すること。＜入善町＞

6. 県道北羽生入善線の入善中学校グラウンド東の町道交差点を赤くカラーリング塗装すること。多くの中学生が交差点を横断するので、ドライバーに注意喚起が必要である。＜入善町＞

7. 県道藤原横山君島線の春日地内で山側の路肩に排水路を整備すること。以前に草が繁茂して子どもが歩くのを怖がることから海側を整備されたが、片側だけでは片手落ちである。＜入善町＞

8. 県道朝日宇奈月線の舟見地内の側溝の重い鉄板を、引き続き軽いグレーチングに交換すること。＜入善町＞

9. 県道小摺戸芦崎線の報徳・園家地内に消雪装置を設置すること。＜入善町＞

10. 県道高畠上飯野線の消雪装置のうち、板屋地区内の水源が川水で雪が溶けないので、融雪用の井戸を整備すること。＜入善町＞

11. 県道高畠上飯野線の板屋地内での拡幅を計画的に実施すること。＜入善町＞

12. 県道小摺戸芦崎線の8号線バイパス交差点に地下道を整備するよう国に働きかけること。＜入善町＞

13. 県道入善朝日線の春日地内で路面が劣化しており、舗装のやり直しをすること。＜入善町＞

14. 国道や県道と、町道の交差点などに除雪による排雪がたまり交通の障害とならないよう、国道や町道の除雪との連携を密にし、一体的な除雪を進めること。

15. 入川の河口が高波で運ばれてきた土砂で度々埋まる。そのために入川の水かさが増し、近くの水田の水が抜けにくくなり農家は困っている。抜本的な対策を検討すること。＜入善町＞

16. 出し平ダム・宇奈月ダムの排砂について。＜新川地区＞
連携排砂で河口から排出される土砂のほとんどが粘土やシルトからなる泥である。漁業者は石や砂は歓迎するが、大量の泥を１年間ため込んで１度に排砂することが、環境や魚介類に多大な影響を及ぼしていると訴えている。
1 近年の異常気象で梅雨時以外の大雨や、逆に梅雨時でも極端に雨が少ない渇水状態になる事がある。排砂実施期間を6月から8月に限定するのではなく、年間を通し一定の出水のたびに排砂を実施できるよう関係機関での合意形成に努めること。

2 かつての黒部川の出水での濁りは3日から1週間でおさまった。川が濁るのは細かなものが流れているからである。現在のように排砂時の自然流下を12時間程度で終えていたのでは、細かなものをダム湖にため込んでしまう。自然流下は濁りがおさまるまで、１週間程度（少なくても3日）続けるよう関係機関に働きかけること。

3 黒部川川道に土砂が堆積し河口閉塞が起きている。防災面からも実態に応じて対応するよう国に求めること。

17. 春日の離岸堤（町道春日荒又線の下）が老朽化しており、改修されるよう働きかけること。＜入善町＞

18. 主要地方道黒部宇奈月線（朝日公園線）の改良は、当初、新幹線「黒部宇奈月温泉駅」への重要なアクセス道路と説明を受けてきた、道路改良は若栗地区住民の悲願である。早急に道路改良への事業化を図ること。（中坪～東町間の整備）＜黒部市＞

19. 主要地方道黒部宇奈月線（朝日公園線）、東町交差点（米田酒店前）は変則交差点で大型車両等の交通量も多くなり大変危険である。交差点改良を行うこと。＜黒部市＞

20. 主要地方道黒部宇奈月線（背骨道路）旧８号線より新幹線駅間の４車線化を早急に図ること。＜黒部市＞

21. 若栗地内、黒瀬川法面の草刈りを図られたい。地区住民は農地の集積によって事実上農地の管理をしていないので、管理者である県において行うこと。＜黒部市＞

22. 県道３１４号沓掛魚津線植木地内の部分だけが狭くなっており、相互通行できなくなっている。拡張するなど改善策を進めること。＜黒部市＞
　　　
23. 市道生地中新線への歩道整備もめどがついたが、あいの風とやま鉄道の生地第一踏切の危険性解消へ工程表を作って拡張を進めること。＜黒部市＞

24. 富山市南部で一級河川太田川、土川、熊野川の付近にクマが多く出没している。河川内の藪の刈り払いを実施し、見通しをよくしてクマが潜まないように整備すること。

25. 都市計画道路東岩瀬線拡幅工事の進捗をはかること。用地未取得の地権者との交渉を、丁寧かつ確実に進めること。

26. 住友運河奥の駐車場および緑地の整備を急ぐとともに、引き続き富岩運河との交差部分の橋の建設など整備を急ぐこと。地元の要望の反映につとめること。

27. 中島閘門から下流については、河川からの水の流れや海水の影響、また津波の影響などを十分考慮し、浚渫除去工法を中心に検討すること。漁業への影響回避にも万全を尽くすこと。

28. 県営住宅の退去者にかかる費用が多額すぎて、負担できないケースがある。負担軽減をはかること。

29. 県営住宅下冨居団地の入居者の負担軽減のため、水道管を直接市の水道につなぐ工事を急ぐとともに、照明のＬＥＤ化、住民負担の街灯の見直し、入居者増加の取り組みなどを行うこと。

30. 県営住宅敷地の除雪体制づくりに、県からも助言や支援を行うこと。富山市は除雪機械の貸し出し条件に、市道の除雪を実施することを挙げており、県営住宅の町内会での対応が難しいケースがある。

31. 下冨居や新庄などの県営住宅は、入居者数に比して公園や緑地面積が広く、草刈りがたいへんである。業者に委託するなどして、住民負担を軽減すること。

32. 県営住宅城川原団地1号棟敷地東側を車が通過すると小石が飛び、駐車している車を傷つけるので、舗装すること。降雨時に２号棟南側駐車場に水たまりができるため、排水路をつくること。

33. 一般県道宮ケ谷北押川線の北押川～西押川地内の通学路の「危険箇所」について、現在、歩道の設置、路肩の拡幅がすすめられているが、さらに推進すること。

34. 一般県道宮ケ谷北押川線の池多小学校の前と鍛治川の橋のアスファルトが波うっている。危険であり早急に補修すること。

35. 主要地方道小杉婦中線の射水市との境界線～平岡地内に融雪設備を設置すること。

36. 主要地方道小杉婦中線の射水市との境界線から富山市に入ったところの住民から夜間、大型車が通過するとき振動が激しいとの苦情がよせられている。現況は大きな凹凸はないが、原因を明らかにし、振動が生じないよう根本的な対策を講じること。

37. 富山北大橋側より田刈屋交差点に入る手前、左折車線にかかるグレーチング上を車が通るたびに、大きな音と振動が起こる。早急に整備すること。

38. 富山市西岩瀬公民館東側の市道沿いの竹林（富山港事務所管轄）が冬期になると、雪で道路をふさぐ状態が続いてきた。竹林をロープで固定されたが効果は疑問である。毎年、降雪の前に竹林伐採など万全の対策を講じること。冬季以外でも「止まれ」の標識が見えない状態になっている。市道の管理者・富山市と協議して、道路保全に支障のないようにすること。

39. 積雪時の朝、車道を除雪したブルドーザーが歩道脇に硬い雪壁を積み上げていく。有沢線から南富山駅までの区間では、住民が高齢化し自力での除雪が困難であり配慮すること。

40. 一級河川冷川の浸水対策について
1 現在行われている冷川本線の工事については、長年、浸水被害に悩まされてきた住民の意見や要望をよく聞き、計画の内容と進捗状況について丁寧に説明しながら、早期完了をすること。

2 豪雨時の雨水の急激な流出を防ぐ対策が早急に求められる。小中学校や上流部の国立高専など公共施設や民間施設の敷地（堀川本郷のDCM・サンコーなどの駐車場）の地下に大規模な雨水の貯留・浸透施設（武蔵野市参照）の整備などができないか、富山市とも共同で調査・研究し、整備に踏み出すこと。

3 冷川の定期的な水草の除去や浚渫の徹底など、引き続き住民が安心できる対策を継続して行うこと。浚渫時期については梅雨前に川底の草が繁茂し虫が発生することもあるので、現地の様子に注意を払いながら、早めの浚渫、清掃を行なうこと。

41. 下田交差点から下田バイパスへ続くアクセス道路を整備すること。県に対して町の重点要望として出されていると思うので、早急に整備すること。

42. 主要地方道富山立山魚津線の前沢地区の歩道を整備すること。大日橋から地鉄バス同心口停の手前までの北側歩道は広く整備されているが、その後の約300ｍ先までは人ひとり通れるぐらいに狭くなっている。大日橋から雄山高校まで自転車で通う高校生はとても多く、この区間は歩行者がいれば大変危険な場所になっている。整備順番を早急に上げること。

43. 雄山神社前立社壇北側の立山道パークの駐車場は、多くの人に利用されている。しかし、冬期間は除雪されないので駐車場が使えず不便である。せっかくある駐車場が冬期間も使用できるように除雪していただきたい。オペレーター不足で無理との回答だったが、地元の要望には強いものがある。検討すること。

44. 二級河川細川の仏生寺地内で、川底に砂や泥の堆積が増えている。堆積により川底が上昇すると増水時に溢水する危険性が高まるため、引き続き、定期的に河川パトロールと浚渫をおこなうこと。

45. 主要地方道富山上市線について、この路線は舟橋村民が富山地方鉄道の越中三郷駅へ移動する際の主要道路となっている。しかし、この区間には歩道がなく、路肩も狭く歩行者にとって非常に危険な状態となっている。併せて、この区間は通学路のため、冬季間には歩行者に留意した機械除雪を要望するとともに、将来的には融雪装置の設置を検討すること。

46. 沖田川中流域の治水対策を早期に完成させること。＜滑川市＞

47. 治水効果の薄い利賀ダムの建設を中止し、効果が確実に見込める堤防整備等を優先して事業を進めるよう国に求めること。＜呉西地区＞

48. 温室効果ガス排出を抑えるため、既存住宅の断熱・省エネ対策を進めること。

49. 庄川の和田川合流部について、早期に事業化を進めること。＜射水市＞

50. 前田川の未整備区間の改修を進めること。＜射水市＞

51. 県道富山戸出小矢部線の橋下条、大門地域内は、子どもや高齢者など歩行者にとって非常に危険な状態となっている。歩道整備を推進すること。＜射水市＞

52. 県道小杉婦中線の黒河、池多地内の歩道整備を検討すること。＜射水市＞

53. 古沢黒河バイパスの塚越地内の交差点（塚越交差点の東）において、右折専用車線の設置を検討すること。＜射水市＞

54. 富山戸出小矢部線黒河（東）交差点に右折レーンを整備すること。＜射水市＞

55. 県営住宅について。＜射水市＞
1 入居の際の連帯保証人を不要とすること。

2 民間アパートでは当たり前になっているエアコン、トイレのウォシュレット化を県として整備すること。

3 県営住宅の断熱化を進めること。入居者の負担軽減のためにも階段や通路など共有部分のＬＥＤ化を進めること。

4 老朽化しつつある集会所を改築すること、集会所のエアコンやＬＥＤ照明設置に助成をおこなうこと。

56. 新港渡船は廃止せず、維持継続すること。＜射水市＞

57. 高岡環状線の高架化工事に関連して、調整池の設置計画の見通しを明らかにすること。＜高岡市＞

58. 千保川護岸（佐野地区の下島橋付近）の崩落が顕著であり、早急な改修を進めること。＜高岡市＞

59. 老朽空き家に対する苦情が増えている。防火対策、環境保全など、市町村と連携して対策を強化すること。

60. 国、市と連携した除排雪体制に万全を期すこと。（初動体制の強化、圧雪対策、交差点の除排雪、燃費高騰をふまえた除雪作業単価の引き上げ）＜高岡市＞

61. 高岡市市場通り地内の千保川の擬木の防護柵の経年劣化が顕著で、危険な状態である。早急な改善措置を行うこと。＜高岡市＞

62. 橋梁の長寿命化について、国の財政支援の強化を求めること。

63. 主要地方道坪野小矢部線の三郎丸・千保地内は近くに大型店もあり交通量が多いが、道路の幅が狭く歩道も無い区間が残されている。高齢者の歩行や、高校生の自転車による通学などに利用されている道路であり、早急に整備を完了すること。＜砺波市＞

64. 県道砺波小矢部線の拡幅工事を、国の交付金を活用するなどして、いっそう強力に促進すること。とくに危険箇所の多い金屋本江地内の着工を急ぐこと。＜小矢部市＞

65. 東部小学校前の県道の歩道の段差解消工事をいっそう促進すること。歩道の段差解消は福町地域の高齢者が歩いてショッピングセンターへ買い物に行くときの安全のため必要である。都市計画道路整備と並行して道路のバリアフリー化を進めること。＜小矢部市＞

66. 県道西中大滝線の正得地内に歩道を設置すること。＜小矢部市＞

67. 小矢部市水島地内の小矢部砺波ジャンクション内の草刈りを定期的に行うこと。６月に草刈りが一部行われたが、全体の草刈りを行うこと。＜小矢部市＞

68. 朝の通勤時、小矢部東インターを降りてから水島交差点を右折して経田方面に向かう自動車が多いため、長時間渋滞が起きている。水島交差点に右折レーンを設けること。＜小矢部市＞

69. [bookmark: _Hlk165360991]松川・いたち川の新桜橋〜今木橋〜小島橋間の右岸の“高水敷”上に泥が溜まり雑草が繁茂しているのを撤去すること。

70. 通学路の安全対策の促進について、市町村の取り組みを支援すること。進捗状況を明らかにすること。＜高岡市＞

71. 住宅ローンの返済に窮する人が急増している。返済期間の変更や返済猶予について、金融機関に柔軟な対応を要請すること。


【出納局】
1. 公契約条例を制定し、受注企業の労働者の適正な賃金水準を確保すること。


【企業局】
1. 宇奈月ダム湖を水源とした上水道計画は、魚津市以東の自治体にはない。関係自治体へのダム建設及び維持管理に関する負坦は一切させないこと。＜新川地区＞

2. 富山県は地熱エネルギーの宝庫であると言われているが、県内の地熱発電に関する調査の現況と今後の見通し、方向性を明らかにすること。

3. 人口減少が進むことによる１人あたりの施設維持負担、水道料金負担の増大を抑えるため、引き続き水道施設のダウンサイジングを進めること。＜呉西地区＞

4. 境川ダムの未利用水について関係４市の住民に負担をかけないように、早急に利活用を進めること。＜呉西地区＞

5. 建設改良積立金の取り崩しで発生したものもふくめ、未処分利益剰余金は資本金に組み入れるのではなく利益剰余金として残しておくこと。＜呉西地区＞

6. 境川ダム建設負担金（未利用水分）を上水道に上乗せさせないこと。＜小矢部市＞
1 境川ダム上水道用水分は過剰投資である。子撫川ダムでさえその最大供給量６万立方メートルに余裕を残している。子撫川ダムをつくるときの小矢部市の水需要を日量２万５千トンと見込んでいたが、現在実際には日量５２９７トンである。県が見込み違いをして過剰投資した分を現在の水道利用者に負担させるのは筋違いではないか。

2 県内最大の多目的ダム＝境川ダム建設負担金（未利用水分）の抜本的解決には、洪水調節や関西電力（現在わずか４％の負担）などに応分の負担を求め、県企業局の負担を軽減すること。県としてこの負担割合を見直すこと。

7. 上下水道について、耐震化、老朽管対策はインフラ整備として、公費で計画的に実施すること。＜小矢部市＞


【教育委員会】
1. スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを各学校に常時配置すること。

2. 児童生徒と保護者、教員の相談、支援強化にスクールカウンセラーを大幅に増員すること。

3. 教員のメンタル対策を行うこと。精神疾患で病休に入る教員が多いため、いつでも相談できるカウンセラーの配置、相談機関の設置を具体化し、学校現場に広報すること。

4. 県立高校の図書館司書の正規化・専門化を促進すること。蔵書の充実を図ること。

5. 小中学校の給食費の無償化を国に求めること。県としても市町村への財政支援を行うこと。

6. 学校給食費について、子どもの人数に関係なく支援をすること。県産食材を学校給食に取り入れる政策を強力に取り組むこと。

7. 学校給食費の公会計化を推進し、学校現場の多忙化を解消すること。

8. センター方式の学校給食が行われている小中学校にも、栄養教諭・栄養職員を配置すること。
 
9. 学校給食の地産地消を促進すること。県学校給食会でも、地元食材を使った加工品の活用拡大など、その取り組みを広げること。

10. 学校給食をオーガニック（有機栽培農産物）中心にできるよう、県としても市町村と連携して取り組むこと。

11. 輸入小麦使用のパン、米粉パン（県産米粉と輸入小麦粉使用）から、除草剤のグリホサートが検出された。学校給食用のパンや麺類には、輸入小麦使用をやめ、国産小麦または県産米粉を使用すること。

12. 学校給食用食材に使われている輸入農産物を減らすため、県内または国内の産地と連携して、給食用の冷凍野菜などの開発に取り組むこと。

13. 県立学校の特別教室のエアコン設置について、一日も早く設置計画を完了できるよう取り組むこと。

14. 小中学校のエアコン未設置の特別教室にエアコン設置が進むよう支援すること。

15. 災害時の避難所になる県内小中高等学校の体育館へのエアコン設置をすすめること。国に対して財政支援を要請すること。

16. 入善町の小学校では通級による指導で支援を受けている児童の割合が約1割と大幅に増えており、発達障害のある子どもの数も増えていることが推測される。発達障害児者への切れ目のない支援のために、医療機関等と連携し市町村をサポート・指導助言できる体制を整えること。

17. 小中学校の特別支援級の8人という定数の引き下げを国に働きかけるとともに、特別支援教育の免許状を持つ教員を抜本的に増やすこと。

18. 放課後等デイサービスや、平成３０年度から本格的に始まった保育所等訪問支援事業を利用する児童生徒は年々増加しており、福祉との連携は必要不可欠になっている。今後も、福祉サービスを受ける児童生徒や関わる事業所が増加することに対応するため、また、よりスムーズに家庭と教育と福祉が連携し、障害のある児童生徒の安全・安心と一貫した支援が行えるように、「教育・家庭・福祉の連携マニュアル」を策定し、周知すること。

19. 小中学校の学級担任は正規教員をあてるよう市町村に周知すること。

20. 臨任講師が不足し、学校に配置されない事態を急いで解決すること。そのためにも、県単独の正規教員確保に取り組むこと。

21. 中学校全学年での３５人学級を早急に実現すること。

22. 子どもの学習を保障するために、小中学校ともに２０人学級をめざすこと。そのために正規教員を増員し、早急に全学年を３０人以下学級にすること。一日４コマの授業ができるような教員配置に増やすこと。国が動くまで待つのではなく、県独自の取り組みで国の取り組みを促進する役割を果たすこと。また、教員免許を持つスタディメイトは、担任が出張などで不在時に授業や給食指導、保護者への対応ができるようにすること。

23. 学校現場の産休、育休、病休、内地留学に伴う教員の欠員に対し、配置が遅れないようにすること。また、年度初めから担任が未定になることがないようにすること。そのために、正規の教員採用数を増やすこと。

24. 部活動指導員の配置数を抜本的に増やすこと。そのためにも待遇を改善すること。また、部活動の地域展開の検討にあたっては、関係者の意向を踏まえながら進めること。また、保護者の経済的負担や時間的負担が増えないようにすること。

25. 県立学校の多目的トイレ及び女性用トイレに、他県の先行事例を参考にして、トイレットペーパーに準じて、生理用品を配置すること。

26. 全国一斉学力テストへの参加を県としてやめること。小学校では、年度初めの6年最初のテストのために、５年３学期から傾向と対策に時間と手間とお金をかけている。

27. 化学物質過敏症の生徒への配慮を徹底し、県内高校への進学も可能とすること。

28. 高校生、大学生への給付型奨学金対象者のさらなる拡大を国に要求するとともに、県としても独自に給付すること。

29. 就学援助の準要保護認定にあたっては、多くの自治体で生活保護基準に一定の係数をかけて判断している。新入学児童生徒学用品費等については、入学前に申請を受け付け、支給する自治体が増加した。その認定にあたって、当該児童の年齢を６歳として計算するよう県として助言すること。

30. 高校の少人数学級を推進するなどして、県立高校の再編には、関係自治体や住民、教育関係者、保護者の意見を十分反映し、慎重にすすめること。

31. 高校生の公共交通機関利用の際の助成を強化すること。

32. 複式学級への講師配置の費用を市町村に補助すること。＜小矢部市＞

33. 小中学生の視力の低下が深刻であり市町村と連携して、対策を強化すること。

34. 学校健診で治療が必要とされた歯列矯正の検査及び治療を健康保険適用とすること。治療費が高いため、受診をあきらめたり治療を中断せざるを得ない子どもが多い。不正咬合はむし歯、歯周病、顎関節症などをもたらす。＜小矢部市＞

35. 不登校児童が増えている。校内不登校対応教室など学校内での居場所を整備するための支援、教員の確保をすること。フリースクールが大切な役割を果たしているが、義務教育の一端を担っている事業であり、施設運営や雇用に伴う費用負担に対する制度的な支援を行なうこと。

36. 学校施設での太陽光発電設置を推進すること。

37. 町は杉沢の沢スギの管理をシルバー人材センターに委託しているが、適正な管理ができていない。適正な管理ができるよう国と協調し、技術面及び資金面で支援すること。＜入善町＞

38. 松倉城跡・米倉の国史跡指定への支援をすること。＜魚津市＞


【公安委員会・警察】
1. 県道停車場清水町線の清水町交差点での左右の見通しを良くすること。県道泊停車場線と町道荒川清水町線の泊駅交差点の駅側の横断歩道を歩道に接続すること。現状では道路を斜めに横断することになる。＜朝日町＞

2. 県道入善朝日線のあさひ総合病院前の安全を図ること。近くに薬局があり、高齢者の横断が多い。サイクリング自転車、一般車と多くの車両が通る。安全に通行できるように、さらに改善すること。＜朝日町＞

3. 堀川本郷から上新保へ出る車が、朝、信号機のある交差点を回避するため上新保で右折せずに左折して上新保から上堀の住宅街の狭い市道を抜けていく車が多く、小学生の通学時間帯でもあり、住民から危険なのでなんとかしてほしいと要望がある。朝の時間帯だけでも交通規制ができないか検討すること。

4. クスリのアオキ四方店前に、横断歩道を新設すること。

5. 富山市下堀と本郷町１区との町内境目の交差点では、事故が多発し危険である。早急に、停止線を引き、カーブミラーを設置すること。

6. 主要地方道小杉婦中線の平岡地内の横断歩道（2ヵ所）の白線が消えかかっている。早急に白線を引き直すこと。

7. 富山市布目地内、Ｖドラッグの北側の県道練合宮尾線（205号線）は、交通量が非常に多い。Ｖドラック西側にある南北の横断歩道は、倉垣小学校、和合中学校の通学路でもあり、危険であり安全対策を求めてきた。信号設置は無理でも、横断歩道を現在の3面から4面にすること。

8. 県道草島西線の石坂新交差点・石坂方面からコメリ、バローに入るところに、右折の矢印信号を設置すること。信号機の時間を調節されたものの、危険性は継続している。

9. 主要地方道富山外郭環状線の悪王寺交差点の四方向に、右折車線をつくること。

10. 一般県道富山滑川線（県道135号線）の川下梅沢地内の豊富産業タイヤセンター滑川店の脇の交差点は交通量が多く、早朝や夕方には渋滞が発生している。交通信号を設置すること。

11. 公安委員会所有施設での太陽光発電設置を推進すること。

12. 小杉婦中線中老田新交差点に右折矢印信号を設置すること。＜射水市＞

13. 老朽化した交通信号機の現状を明らかにし、更新のための計画を明示すること。

14. 国道１５６線の白線の消えた横断歩道の改善を行うこと。（坂下町、片原町北、大福院、南町、泉町、泉町南、卸売り市場口、諏訪佐野）＜高岡市＞

15. 特殊詐欺被害防止対策を金融機関、市町村と連携し、抜本的に強化すること。
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